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人労働者への支援  
生活支援等  
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含曇配る資金繰  
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3．事業の前倒し執行   
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3．地方公共団体への配慮   

（P94）  
2．安全・安心確保等（PT9～93）  

年金記録問題解決の体制整備  
障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業の更なる拡充について  
高齢者医療の安定的な運営の確保等について  
財政状況が厳しい厚生年金基金等に対する支援措置  
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 1．雇用対策  Ⅰ．緊急的な対策  

状   

○昨年来、厳しい経済雇用情勢に対応するため、累次の経済対策の中で、雇用対策を実施に移してきたところ。  
○しかしながら、引き続き、雇用情勢が悪化を続ける中（※）で、非正規労働者等に対する新たなセーフティネットの構築、雇用の維持」  

童 雇用機会の創出など、緊急雇用対策の拡充・強化を行う必要がある。  
：※平成20年2月（失業率3．9％有効求人倍率0．95倍）→平成21年2月（失業率4．4％有効求人倍率0．59倍） ⊥ 

－－…－－－－－…－－－－一－…－－－……－－‥－－－－－－－・・・・・・－…一一－－－－‥－‥－…‥－－＝－＿‥＿＿‥＿＿‥●＿＿＿＿＿＿＿……＿‥＿＿……＿＿＿…＿＿＿＿‥＿‖＿…＿＿＿‥＿＿＿＿＿…＿＿＿＿＿‥＿＿＿＿  

施策の概要㌻－－－・……＝－…－－…－－－－…・－－－－－－…－…－……－－－…－………－－－－－－－…－＝・・－－・・・－………・……－……………・  

個食の拉尭暮 l  
； 解雇を行わない場合の助成率の上乗せ、残業を大幅に削減して解雇等を行わない場合の助成対象への追加等  

：・雇用保険を受給していない離職者への職業訓練の抜本拡充、訓練期間中の生活保障のための「訓練・生活支援給付（仮称）」の実施等  
○職業能力開発支援の拡充・強化  

；・職業能力形成機会に恵まれない労働者への職業訓練に対する支援の拡充等  

○随喜者の雇用対策…・障害者を対象とした雇用調整助成金の助成率の引上げ等  
：○ハローワーク機能の抜太的強化書・・り＼ローワークの人員・組織体制の抜本的充実・強イヒ等  

；（8）1用■出射薫  

：・更なる雇用創出等を図るため、緊急雇用創出事業（基金）の積み増し等  

．
 
・
 
 

… ○派遣切りの防止など派遣労働者保雄の強化審  

：・派遣先による中途解除に伴う損害の賠償の確保、派遣元による労働基準法の遵守・派遣先の確保等  

的な轍支援機能の強化等  

（ 

l L…＿ご属艮と住居を鮎た創芸軌よ壬、應昆の耗保吸支胤腰親的左生品相彪：支援と庶せた生活触鼠仕比等＿…＿＿……＿＿●…＿…‖j  
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1 牒策の効果ぎ雇用維持等の雇用対策では、平成23年産までの3年間において、約390万人分の対策の効果を見込んでいる0…  ヽ■∴は∴J．1；．＝．コ．二＝：・皿ノニ．て∴∧1．▲一  
■■－■●－■一■－■■一■■■■■－●■■■－●－●一－－一－－－一一－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－一一－－－－－一一－－－－一－－－－一一一一－－－－－t－－一－－一－－■■■●●■－一－■●■■●一■■l■■■一■●●●■■■■●■－■－●－●－■－－●■一－■●●一  

叫｛ ●‘冊●廿≠1里l叶 く‾ト●■－■■仙－■ 吋・W■… 一削り－－1■－■川 Wへ－小・一▼～Ll一←－－、′・－■ ←1、■・一■“●・㌧ 1【 叩1・八 一い「－■－－一M一    －－一 → ‥ ′ ′∬・－  叫 一 叩い－、■■一岬′一、で■■ －一声 －・・ ” い「¶－，「－I仰 √′二「■山一  

雇用調整助成金の拡充等   
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現状  

昨年来、厳しい経済雇用情勢に対応するため、雇用調整助成金については、支給要件の緩和や助成率の引上げ等の見直しを行っ  

てきたところであるが、雇用情勢の急速な悪化を受け、雇用調整助成金の利用が急増しつつある。  

※ 雇用調整助成金の支給に関する休業届出の提出状況   

平成20年2月（提出事業所敢：64対象者数：1．543）→王威封  ：30．621対象者数：1．865．79  

（1）労岬  
〔通常の助成率〕  〔上乗せ後〕  

雇用調整助成金  2／3  →  旦∠豊  

中小企業緊急雇用安定助成金  4／5  →  塁∠コ坦  （2）卿  
（支給額の例）  〔有期契約労働者〕   〔派遣労働者〕  

中小企業事業主  年：うり万円  年45万円  

中小企業事業主以外の事業主  年2（）万円  年3∩万円   

（3）大金士に対する教 書馴l♯給付暮の引上け i2r）〔）円｝」り川〕円  （4）1年卿  

ー88－  



現状l＿．……………‖…＿＿＿＿＿‖…＿…＿＿…＿＿…＿＿＿……＿＿＿＿＿…．＿■＿＿………＿＿＿■＿＿＿＿……＿……＿…＿＿＿＿＿＿………＿＿＿＿  
，耶．t．，巧いFイ布∴▼I．＞′  

○雇用情勢の急速な悪化に伴い、離職・失業した看で雇用保険を受給していない者（受給資格がない者、受給が終了した者、自営廃  

業者等）も増えつつある。同時に、障害者の雇用情勢も厳しくなりつつある。   

※ 平成20年2月（失業率3．9％ 有効求人倍率0．98倍）→平成21年2月（失業率4．4％有効求人倍率0．59倍）   

※ 景気悪化の影響により、障害者の解雇者数は昨年10月より5か月連続の前期比増  

1 ナ埜墜」‾‾  （1）「蜘  
○若者・母子家庭の母など、雇用保険を受給していない者を対象に職業訓練を抜本的に拡充し、訓練期間中の生活保障のための「訓練・生活   

支援給付（仮称）」を実施（月10～12万円の給付＋貸付け（上限8万円））  

○中小企業等の人材ニーズを踏まえ、新規成長・雇用吸収分野等において十分な技能・経験を有しない求職者への実習雇用・雇入れの支援   

等   

捜の拡充・強化  
○職業能力形成機会に恵まれない労働者への職業訓練に対する支援の拡充  
○民間教育訓練機関等への委托訓練について実施規模の拡大、託児サービスの提供等   

ほ川■書書の■用対生  
○障害者に関する雇用調整助成金の助成率の引上げ（大企業3／4、中小企業9／10）  

○障害者が公的機関において一般雇用に向けた就労経験を積む「チャレンジ雇用」の拡大  
○ハローワークの障害者専門支援員の増員等   

（4）ハローワーク岬  
○ハローワークの人員・組織体制の抜本的充実・強化、短時間労働者均衡待遇推進等助成金・両立支援レベルアップ助成金の充実、ジョブカ   

フェの拡充等  

雇用創出対策  

平成20年度2次補正予算において、  

①地方公共団体が、離職を余儀なくされた非正規労働者や中高年齢者等を対象に一時的な雇用・就業機会を創出し、  
②国が実施する職業相計職業紹介と地方公共団体が実施する求職者向けの総合的な就業・生活支援策を一体的に実施するため  
都道府県に対する交付金により基金を創設したところであるが、一層の地域の雇用創出を図るため、基金を積み増しする。  

企業のt用調整等により、解tや縫練t用の中止による離職を余儀なくされた非正規労  
≠肴、中高年齢肴専の生層の安定澄田るため、地方公共団体が民間企♯、シルバー人  
材センター専に事♯を委託（直轄実施も可）し、非正規労血書、中高年♯看儀のための次  
のt用へのつなぎの■用就兼機会の■出を行う。  
また、国とヰ道府県の道鏡事業として、生活・就労相談を実施する。  

（基金は平成23年度末まで）  

（人体的な事業イメージ）  

・環境・地域撫具：森林の境界保全などの森林整償を図る事業  

・介護・福祉：高齢者専に対する介穫補助を行う事業  
・軟  膏：補助教員による、汀、文化などの分野の教書の充実を回る事業  
・防災・防火：雑膚ビル専における防災・防火に関する調査、啓発を行う事業  

（事業実施要件）  

・民間企業、シルバー人材センター専に委粍し、又は地方公共団体がせ持   
実施すること。  

・事業費に占める対象者の人件士割合が7割以上であること。  
・1用就業期間は6ケ月未満であること。  

（連携事業）   

りヽローワークと連携し、生活・就労相戦支線事♯を一体的に実施する。  

（事業の規模専〉  

・予書額1，500億円（一般会計）く平成20年度2次補正）に杓み軌 
・雇用創出効果 √当㈲分は15フラ人）  

・実施地域   全国  

－89－   



派遣切りの防止など派遣労働者保護の強化等  

ぎ画一……－・－…・－…・・………・………・……－－－－－…・・…－－・－－－－…………－－－…－－……－…－…－－・－－＝－－…  

：○非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整は、昨年10月から本年6月までに実施済み又は実施予定として把握されたものは、…  
；全国で2，鍋時業所、192，061人（うち派遣労働者は125，339人（構成比ニ65．3％））となっており、うち、労働者派遣契約の中途解除：  
：によるものは57，424人となっている。  

l＿．．、1 ど○このように、労働者派遣契約の中途解除の状況は深刻であり、労働者派遣法改正案の早期成立と合わせ、派遣労働者保護のためP  
：早急な対応が必要。  
■－■－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－一一一t－一－－－－－－－■－－－■■－●－■■■■－－■■■●●一一●●－－■■■－■一－■一■■－●一●－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿■  

…・・・・……・…－……・－…・……t－－－・・・・＝……・－………  

l ；派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくとも中途解除により派遣会社に生じた損害の賠償が必琴  
：である旨を指針に明軋  

：派遣元に対して、違法解雇の防止、休業手当の支払の徹底等  ・  

；ニ1二r．1し亡■．■l  ・こ呈ミ  
（イメージ）  

ヌ止三貴古瀬通史∫ミュ竜泉遼劉沌卓虚中耳痴囁さ  
JOIl三誓・．ず道真が：蔵1蒐・聖鱒筆奉寧で空  

填手¢あ・ラせん鶉に主り相方撫畿巧♯  
たむ牡1の旛量畳埠醜丁ろことぢどかIl  
tllこ■冒されてい一丁  

石油錮■華杓上東亜堵竹は軸  

（き）盤遺霊鶉淡遭に射す息■慮監曽の彙旛  

4】漬i■会社にRする書産．現金・糧食事の幕 可事件の純化  

適切な雇用管理を行えない派遣会社に対する規制を強化するため、労働者派遣事業の許可要件を厳格化。  
資産要件：「1，000万円」→「2，000万円」  

現金・預金要件：「800万円J→「1，500万円」等  

外国人労働者への支援  

桓釘………………－－…－－－－－…－・－……………・……………－－－－…………－……一－－……………………－－－…  

：○現下の社会・経済情勢の下、派遣・請負等の不安定な雇用形態にある外国人労働者の解雇■雇止めが相次ぎ、集任地域のハロー  
：ワークに多数の方が訪れる等の動きが見られる。  
：※集任地域の拠点ハローワークにおける新規外国人求職者平成20年11月一平成21年1月9．296人（前年同期の約11倍）  

○これに伴い、定住外国人等の子どもについて、授業料の支払いが困難となる等就学が困難な状況になりつつある。  

「重奏石森妄■■1…＿  （1）叩 化   
※ 日系人集任地域のハローワークを中心に地元市町村と連携した母国語による相談窓口の立上げ、外国人専門の相談・援助センターの設置による  
通訳を介したきめ細やかな職業相談の実施  （2）我が問   
（8）定住岬  
定住外国人の子どもへの日本言吾指導、適応・就学指導等を実施。   （4）卿  
帰国を希望する日系人に対し、帰国費用として本人1人当たり30万円、扶養家族については、1人当たリ20万円を支給（雇用保険  

受給期間中については一定額を上積み）   （5）外卿  
企業の倒産等により帰国費用の支払いを受けられない外国人研修生・技能実習生について、帰国費用の立替払を実施。  

‾‾－‾■‾－●●■－－－●－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－一－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－一一－－－－－■－－■●●－■  
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住宅・生活支援等  

ー■－－－－一一－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－1  

1  

l  

童○雇用情勢が急速に悪化する中で、雇い止めに伴い、住宅を喪失する非正規労働者が生じていることから、「生活防衛のための緊急：  

：対策」（平成20年12月19日）において、住宅の継続使用、住宅■生活支援の資金貸付、雇用促進住宅の活用等を行ってきたところ0：  
l  

l  

l ：○住居の状況については、昨年10月から本年3月までに雇止めとなり、住居状況について確認できた方（99，159人）の中で、3，216人： l  
一（3．2％）が住居を喪失している等、引き続き、住宅・生活の支援が必要な状況にある。  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－一一－－■－－■■■●－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  

った者に対して、住居の確保の  売的な生活相談・支援と併せた生活費の貸付け  

再  

就  

職   

上
記
の
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援
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補
完
 
 
 ●   

●   ◆  

之）ホームレス対策事業の拡充を図るため  の借上げ方式による緊急一時宿テ   
： 自治体による旅館、空き社員寮等の借上げを支援（10／10補助＜当面1年間＞）  
し－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  



2．健康長寿・子育て⑨  一手育て・教育支擢－  Ⅱ．成長戦略  
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；○厳しい経済・雇用情勢の下において、待機児童の増加をはじめとする、子ども・子育て家庭を取り巻く環境が変化  
（参考）平成20年4月1日現在、待機児童約2万人  

l  

：○がん検診の重要性に対する認識の不足、女性特有のがんによる死亡者数の増加、女性特有の健康支援ニーズの顕在化  
（参考）子宮頚がんによる死亡者数：2．441人 乳がんによる死亡者赦：1l．323人（平成19年 人口動態統計）  

：○また、景気悪化に伴う、授業料の支払いが困難な学生等の増加、就職内定取消しなど学生の雇用の不安定化  
（参考1）私立大学の授業料減免等に対する私学助成による支援  

補助対象学生数 平成18年度：20．334人 →19年度：21，110人 → 20年度：22．794人  
（参考2）大学等の学生の就職内定取消しの状況（平成21年3月1日現在）  

内定取消しを受けた学生数：1．155人（うち、就職活動中の者：357人、留年予定の者：126人）  

内定辞退の示唆などの連絡を受けた学生（1，052人）のうち内定を辞退した学生数：496人  

施策の概要‘……‾‾‾…  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾●－‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾t‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾ 

l  

l  

l  

l  

l■●’’■■■■‾－…‾h■●‾‾■…●‾“●…■●●  

○不況下の子育て  

I 

：（3歳から5歳、年  

の措置である子育て応援特矧  世代支援（現下の不況下で、全体の個人所得が減少しつつあることに  

3．6万円）を、平成21年度に限り、第一子まで拡大して実施）   
心こども基金の拡充による地域における子育て支援の拡充やひとり親家庭・社会的養護等への支援の  

新待機児童ゼロ作戦の集中的実施による保育サービス等の充実（保育の広域的な利用の促進、賃借物件の対象拡大、保育所の耐震整備等）：  
地域子育て支援の充実等（地域の子育て力をはぐくむ取組等の拡充）  

母子家庭等への資格習得支接、在宅就業支援等  
児童養護施設等の生活環境改善、退所児童の生活・就業支援等  

○女性特有のがん対策の推進  

：・一定の年齢に達した女性に対し、検診手帳を交付するとともに、子宮頸がん及び乳がんの検診の無料クーポン  
女性の健康支援の拡充  

：○ひとり親家庭・社会的養護等への支援の拡充  

斗減免奨学金事業等への緊急  負担への支援（経済情勢の悪化により修学が困難な学生・生徒に索  

消し問題に対応した大学等の相談体制の充実等、就職支援の強化  

施策の効果 
‾…‾‾……●…‾‾‾  

喜○平成29年度末までに保育サービス利用率（3歳未満児）を20％→38％にUP  
：○雇用創出効果20万人程度（今後10年間）  

：○教育糞負担への支援により、学生・生徒達が安心して学べる環境に  
2
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＜子育て支援①＞  

脚‾■‾－‥一 －－一一－W～－→■－－ ‥1～〟■－■  ノ・■一、“■－▲■－■■ －、一－－■－■ －一一一一－－ →－■■■月一－一■一，－′－－｝－トー●－－－l】l′－－一－－■－▲州－■、‥－■■－一′■一－－一－ ′■ト■▲－ ▼■－．′′′－．Ⅶ■■′  

①保育サービス等の充実・一一一一－－－＝……－－－…－－…………一－－－－…－－……－－－一－一一－－一－一一…・  

＜目的＞ 希望するすべての人が安心して子どもを預けて働くことができるよう、新待機児童ゼロ作戦の集中実施  
→平成29年度末までに保育サービス利用率（3歳未満児）を20％から38％にUP  

＜具体的取組＞   

①都市部における待機児童解消   
②保育所の耐震化整備費の補助   
③家庭的保育（保育ママ）事業の促進   

④保育サービス拡大に伴う保育士確保  

保育所賃借物件の対象拡大、広域的保育所利用事業  
私立保育所の耐震化整備費の補助  
自宅以外で実施する場合の賃借料補助  
研修後の再就職支援コーディネーターを全都道府県に配置  

＜具体的取組＞  

（ソフト事業取組例）   

○地域子育て支援を行うNPO等の活動の立ち上げ支援   

○家庭支援スタッフ訪問事業   
○放課後こどもプラン連携促進事業   
○病児■病後児保育の実施促進   
○ファミリー・サポート・センターの広域実施及び病児t病後児預かり実施促進   

○妊娠出産前支援事業（妊婦等支援教室、家庭訪問）   

（改修等事業）   

○賃貸料補助等による地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ等の拡大支援  

＜子育て支援②＞  
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＜女性特有のがん対裳＞  

①女性特有のがん検診推進事業  

＜目的＞ 女性特有のがんについては、早期発見されれば完治する可能性が高いことから、検診の受診率向上により、  

死亡者数の減少を図る  

＜具体的取組＞  

・一定の年齢に達した女性に対し、検診手帳を交付するとともに、子宮現がん及び乳がん検診の無料クーポンを配布   

・子宮頸がんについては20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳、乳がんについては40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の女性   

を対象とする  

②女性の健康支援対策事業の拡充  

＜目的＞ 女性特有の子宮頸がん、乳がんの予防をはじめ、女性の健康づくり対策を一層推進するための効果的な事業展開手  

法について検証する取組の実施箇所数を拡充する  

＜具体的取組＞  

・女性特有の健康課題（例えば子宮頸がん、乳がん等）について、地域における実態調査や健康相談等の実施及び実施した事   
業の評価を都道府県等へ委託する  

［亘〕悪霊羞警警詰認諾選評王墓 
態調査  

③自らが行う健康管理のための情報面での支援  
④若年女性のための健康教育／くッケージ実施  

⑤若年期、更年期などの女性を対象とした健康相談  
⑥支援要員への研修  
⑦がん予防の取組と連携した卒業展開  




